
富士通株式会社

下記のとおり富士通製ソフトウェア製品のプロセッサライセンス定義書を改定します。

　　　　　・第３項第（３）号イ）必要ライセンス数　　に記載の計算式３

　　　　　　　　必要ライセンス数（※）＝仮想CPU数 × コア係数（0.5固定）÷ コアあたり有効化されたスレッド数

　　サービス仕様書またはライセンス条件説明書に

なお、ライセンス数を算出する際の中央処理装置（プロセッサ︓CPU）の数に関する考え⽅および
ライセンス定義変更の場合の取扱に関しては、https://software.fujitsu.com/jp/licenseinfo/ に記載の
「プロセッサライセンス定義書」に従うものとします。

　　と記載されている搭載プロセッサ―数従量制の富士通製ミドルウェア製品

プロセッサライセンス定義書改定のお知らせ
2026年3⽉2⽇

n  約款改定日
　　2026年4⽉1⽇（⽔）

n  改定概要
　　　改定内容︓

　　　　　・改定後の計算式

        　      （※）⼩数点を切り上げ

n  対象製品


